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特定者間完結型カーボン・オフセットの主な論点 
2009 年 3 月に策定された「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関によ
る認証基準（Ver.1.0）」（以下「認証基準」）においては、市場流通型のカーボン・オフ
セットについて図１のとおり（1）排出量、（2）削減努力、（3）クレジットの調達、（4）
排出量の埋め合わせ、（5）情報提供を確認することとしている。 

 

カーボン・オフセットのポイント

（５）情報提供

（４）排出量の埋め合わせ

（３）オフセットに用いる

クレジット調達等

（２）削減努力の実施

（１）排出量の認識

①上記の一連の手続きと対外的に情報提供している内容が一致し矛盾
がないこと
②景品表示法や特定商取引法等の関連法令に配慮すべき事項や環境省
指針等に基づき記載することが望ましい事項が記載されていること

①排出量に対するオフセット量が明確であり、オフセットに必要な調達クレ
ジット量が適切であること
②クレジットの無効化の方法が適切であること

①京都クレジット及び同等の信頼性を有するクレジットであること

②クレジット調達に係る契約を締結していること

①温暖化対策に関連する法令を遵守していること

②オフセット対象活動に係る削減努力を実施していること

①対象活動の算定範囲(バウンダリ)を設定し、主要な排出源を特定するこ

と
②適切なパラメータ等用いて算定し、その根拠を文書化すること

③総排出量に対するオフセット量を決定すること

 
図 1 「認証基準」における確認のポイント 

 
 
ここでは、資料２に示した特定者間完結型の現状を認証基準と照らし合わせ、特定者間

完結型カーボン・オフセットの課題を 1.クレジットの品質（カーボン・オフセットに用い
るクレジット調達）、および 2.カーボン・オフセットの各プロセス（排出量の認識、削減
努力、排出量の埋め合わせ、情報提供）について次の通り整理する。 

 

1. クレジットの品質 

（1） 排出削減・吸収量（証書）の品質確保について 

2008年 2月に環境省がとりまとめた「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方に
ついて（指針）」（以下、「オフセット指針」）では、特定者間完結型のカーボン・オフ

セットにおける排出削減・吸収活動について「市民、NPO/NGO、会議・イベントの主催
者等が実施する排出削減・吸収活動に伴う排出削減・吸収量について地域の有識者等第三

者が確認する手法について、公的機関が具体的な事例を示す必要がある」と規定している。 

資料 3 
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図 2 「オフセット指針」における特定者間完結型のあり方 
 
資料 2、2（2）に示したとおり、排出削減・吸収量を第三者機関が認証する手法は、地
方自治体による CO2吸収証書（参考資料 1、北海道シーニックバイウェイ支援センターの
事例）のように、委員会を開催し定期的に管理状況を確認する場合が大半である。 

CO2吸収証書等の排出削減・吸収量の算定については、地域ごとに算定方法や発行期間
が異なるケースがある。 
【論点】 

・ 特定者間完結型オフセットの取組においては様々な排出削減・吸収活動の証書を発行

(排出削減・吸収量の効果を算定)しているが、森林管理活動などオフセット・クレジッ

ト（J-VER）制度において、その適格性基準・方法論が確立されているものがある。 

 適格性基準（追加性や他の政策との整合性等）はJ-VER制度に準じるべきか？ 
 方法論（削減・吸収量の算定やモニタリング方法）はJ-VER制度に準じるべきか？ 
 オフセット・クレジット（J-VER）制度で策定されていない排出削減・吸収プロジェ
クトの取組の扱いはどのようにすべきか？ 

 少なくとも定量的な評価が可能かどうか、評価方法が妥当かどうかは地域の有
識者等第三者が確認すべきではないか？ 

 

・ 現在、オフセット・クレジット（J-VER）制度においては、ISO に準拠した排出削減・

吸収量の認証プロセスとなっており、第三者検証の実施が義務づけられている。一方、

特定者間完結型オフセットの取組(主として転売不可となっている証書の発行)の場

合、地域の有識者等第三者による委員会を設置しているが、証書発行までのプロセス

は必ずしもISOに準拠していない。 

 出資者との契約に基づく活動であるので、ISOに準拠していなくても特に問題ない
のではないか？ 

 商品・サービス型や会議・イベント型のオフセットに証書の環境価値を利用する
ことが想定される場合には、証書の環境価値のダブルカウント防止のための措置

が必要ではないか？ 

 もし、排出削減・吸収活動が完了する前に証書を発行するケースがあるとすれば
是正を求めるべきではないか？ 

「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」p.14～15 
 

（特定者間完結型のカーボン・オフセットに係る第三者による確認） 
特定者間完結型のカーボン・オフセットに係る排出削減・吸収量の確認は、具体的な取組の

状況に応じて柔軟に行うことができるものである。しかし、カーボン・オフセットの信頼性を

構築することがカーボン・オフセットの取組が広まっていくためには欠くことのできない重要

な要素であることを踏まえ、市民、NPO/NGO、会議・イベントの主催者等が実施する排出削減・

吸収活動に伴う排出削減・吸収量について地域の有識者等第三者が確認する手法について、公

的機関が具体的な事例を示す必要がある。 
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プロジェクト計画

プロジェクト実施

②方法論等に沿って、②方法論等に沿って、

申請書を作成、申請申請書を作成、申請
②方法論等に沿って、②方法論等に沿って、

申請書を作成、申請申請書を作成、申請

再生可能エネルギー活用（検討中）

（グリーン電力証書含む）
再生可能エネルギー活用（検討中）

（グリーン電力証書含む）

森林管理森林管理

森林バイオマス活用森林バイオマス活用

＜排出削減・吸収活動プロジェクトの例＞

⑤検証を実施⑤検証を実施⑤検証を実施⑤検証を実施

モニタリング報告書を提出

検証報告書を提出

温室効果ガス排出企業等
Ｊ-VERをカーボン・オフセット等に利用（利用したＪ-ＶＥＲは登録簿上で無効化を行う）

資金

J-VERを登録簿の口座内に保有

J-VERを登録簿の口座内に取得

③受理、審査、登録③受理、審査、登録③受理、審査、登録③受理、審査、登録

①①ポジティブリストポジティブリスト((※※))
・方法論等の設計・公表・方法論等の設計・公表

①①ポジティブリストポジティブリスト((※※))
・方法論等の設計・公表・方法論等の設計・公表

J-ＶＥＲ
登録簿
J-ＶＥＲ
登録簿

口座口座 JJ--VERVER口座口座 JJ--VERVER

口座口座 JJ--VERVER口座口座 JJ--VERVER

⑦クレジット発行⑦クレジット発行⑦クレジット発行⑦クレジット発行

④モニタリングを実施④モニタリングを実施④モニタリングを実施④モニタリングを実施

 
図 3 オフセット・クレジット（J-VER）制度の概要 

 

2. カーボン・オフセットの各プロセス 

（1） 排出量の認識 

  
参考資料 1・表 3、表 5に示したとおり、特定者間完結型カーボン・オフセットのうち、

商品・サービス型や会議・イベント型の取組の多くは、そもそも誰のどのような活動から

排出される排出量なのかが明確ではないため、オフセットの対象となる排出量を明示して

いるものは少なく、オフセット金額（寄付金または購入者の価格負担）について明示され

ているに過ぎない。 
このため、購入者がオフセットの対象となる排出量の認識がないまま、オフセット費用

を支払っている可能性がある。 
一方で、資金提供者または購入者は、温室効果ガスを削減する活動を資金的に支援する

ことを主目的としている場合、その資金提供者または購入者がオフセットの対象となる活

動とその排出量を認識していなくてもよいのではないかとの考え方もある。 
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ちなみに、「認証基準」および 2008 年 10 月に環境省がとりまとめた「カーボン・オフ
セットの取組に係る信頼性構築のための情報提供ガイドライン(Ver.1.0)」においては、オ
フセット対象活動の排出量については次の事項を確認することとしている。 

 
 算定範囲（バウンダリ） 
 排出量の算定方法（算定レベル、算定式、算定方法、排出係数と活動量の信頼性等） 
 オフセット量の設定 
 

【論点】 

・ 特定者間完結型の取引において、オフセット対象活動の排出量の明示がなくとも、寄

付金額及び金額に相当する排出削減・吸収量が特定されていればよいか。是正すべき

点があるとすれば、算定方法ガイドライン等の適用により、是正は可能か。 

 

 

（2） 削減努力の実施 

 
「認証基準」においては、カーボン・オフセット商品・サービスを販売したり、会議・

イベントの主催者は、消費者・参加者に削減努力を呼びかけるだけではなく、申請者自身

も削減努力の取り組みを行うことを認証要件の一つとして位置付けている。 

 
図 4 「認証基準」における削減努力の評価  

  
 

「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準（Ver.1.0）」p.13 
削減努力の認証基準として検討する指標の例（商品・サービスの場合） 

 
削減努力を評価する

観点 削減努力の認証基準として検討する指標 

①申請者自身の排出

量の削減取組 
・ 既存の法的枠組での取組状況（法令遵守の確認） 
・ ISO14001の取得等 EMSの確立や削減計画の有無等 
・ 削減取組の自己宣言の有無とその内容 
・ カーボン・オフセットの取組の種類別の削減取組（チェックリス

トによる評価） 
・ ベンチマーク指標 

②商品・サービスに係

る排出量の削減取組 
・ 製品の使用時の環境性能 
・ 削減取組の実施状況 
・ 自らの責任範囲（運営する工場、荷主となる物流等）内での環境

負荷の水準 
・ カーボン・フットプリントの数値 

③商品・サービスを利

用する消費者に対す

る排出量の削減努力

の促進に関する取組 

・ 消費者の削減努力の促進のための情報提供（自動車であればエコ

ドライブの奨励等） 
・ 削減努力を促進する措置（自動車であれば燃費計の搭載等） 
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特定者間完結型の取組においては、（1）排出量の認識で述べたとおり、オフセット対象
活動の排出量を明示する事例は少なく、この対象活動における削減努力について更に取り

組みを促す例は少ない。 
特に、排出削減・吸収活動への参加を促すタイプ（参加型）の取組の場合、例えば、参

加するイベント開催に使用するエネルギーの省エネ活動や、イベントから排出される廃棄

物のリサイクル等、一般的には削減努力と見なされる活動(いわゆるベースライン)をオフ
セットの埋め合わせ活動として表示する例（参考資料 1.表 4）も散見され、カーボン・オ
フセットとみなせるか疑問が残るケースもある。 

 
【論点】 

・ 特定者間完結型の取組における削減努力の実施について、是正すべきか。是正すべき

点があるとすれば、認証基準や情報提供ガイドラインの適用により、一定の周知が可

能か。 

 

 
 

（3） 排出量の埋め合わせのプロセス 

 
「認証基準」においては、オフセットに用いるクレジットの種類及び契約を次の通り規

定している。 

 
図 5 「認証基準」におけるクレジットの種類及び契約 

 
特定者間完結型の取組においては、（1）排出量の認識で述べたとおり、オフセットの

対象活動による排出量を明示しないケースが多く、何らかの明示があったとしても寄付金

額やオフセット価格の負担額のみを表示しているに過ぎない。このため、認証基準が規定

するオフセット量とクレジット量の対応付けを確認できない場合が大半となる。 
一方で、排出削減・吸収活動への参加を促すタイプ（参加型）など、温室効果ガスを削

減する活動に参加することが主目的である場合、必ずしも排出量とオフセット量が対応し

ていなくても問題はないという考え方もできる。 

「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準（Ver.1.0）」p.17 
 

排出量の埋め合わせ 

① 排出量とオフセット量の対応関係が適切であること。 

（排出量の認識にて算定した排出量（実績を踏まえて確定した値）とオフセット量が対応し

ていること。） 

② オフセット量と調達したクレジットとの対応付けが適切であること。 

③ クレジットの無効化の方法が適切であること。 
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【論点】 

・ 特定者間完結型の取組における排出量の埋め合わせのプロセスについて、是正すべき

か。是正すべき点があるとすれば、認証基準や情報提供ガイドラインの適用により、

オフセット量と埋め合わせる排出削減・吸収量を対応させることは可能か。 

 
 

（4） 情報提供 

 
 「認証基準」においては、商品・サービスの販売等に関連する法令に配慮して記載す

べき事項を「情報提供ガイドライン」に添って記載することとしている。 
「情報提供ガイドライン」においては、表 1に示す事項を明示し、カーボン・オフセッ
トの取り組みの信頼性を構築することとしている。情報提供ガイドラインは、カーボン・

オフセットの取組が急速に拡大する中、関連法令に配慮した消費者等への適切な情報提供

をすべき事項をまとめたものである。 
市場流通型のクレジットを扱わない場合においても、特定者間完結型のうち、商品・サー

ビス型については、関連法令に準拠した適切な情報提供が行われているか確認する必要が

ある。 
 
 
【論点】 

・ 特定者間完結型の取組における情報提供について、情報提供ガイドラインの適用によ

り不十分な表示が改善されるか。 
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表 1 情報提供事項一覧（商品・サービス利用オフセットの場合） 
  情報提供事項 詳細 

（1） カーボン・オフセットに関する説明 

カーボン・オフセットの仕組みの説明（定義、削減努力がまず重要である旨） 

地球温暖化対策の喫緊性の説明 

カーボン・オフセット商品・サービス提供主体の削減努力 

消費者の削減努力の促進に関する情報 

（2） 

オフセットの対象 

（範囲） 

対象とする活動（乗り物による移動、日常生活での電力使用、製品の製造に係る

排出量、ビルでの電力使用、廃棄物処理など） 

対象とする期間（日数、時間など）、対象とする人数（住居全体・一人当たり排出

量など）、対象とする距離 

算定量・算定方法 
対象とする活動に伴う排出量とオフセット量（グラム、トン数） 

算定方法（根拠とした算定ガイドライン又は算定式等） 

（3） 

クレジットタイプの説明 
クレジットの種類（京都クレジット、JVETS クレジット、国内 VER、海外 VER） 

認証プログラム名（京都クレジット以外） 

クレジットの調達期限・通知方法 
クレジットの調達状況・無効化方法 

クレジット調達期限・通知方法・頻度 

プロジェクト情報 

プロジェクト名 

プロジェクト実施国・実施地域 

プロジェクトタイプ（風力発電、埋立地ガス回収など） 

プロジェクト概要 

プロジェクト期間 
プロジェクトの排出削減・吸収量 

（4） 

販売価格・その他支払いに関する事

項 

商品・サービス当たりの販売価格 

消費者の価格負担（料金への上乗せ）の有無 

その他支払いに関する事項（申し込みの有効期限、不良品のキャンセル対応、

販売数量、引渡し時期、送料、支払い方法、返品期限、返品送料） 

販売事業者情報 

販売事業者名 

運営統括責任者名 

連絡先（所在地、電話番号、e-mail） 

ウェブサイトリンク先 

出典：情報提供ガイドライン 


